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添付資料 

平成２８年４月１日以降の託送料金等 

 

１．接続送電サービス                        （単位：円） 

 単 位 

料 金 単 価           

新 単 価 

(消費税等相当額含む) 

現 行 単 価 

(消費税等相当額含む) 

低 圧 

電灯定額 

接続送電 

サービス 

 

電

灯

料

金 

10Wまで 1 灯 ３２．５１ － 

10Wをこえ 20Wまで 1 灯 ６５．０２ － 

20Wをこえ 40Wまで 1 灯 １３０．０３ － 

40Wをこえ 60Wまで 1 灯 １９５．０６ － 

60Wをこえ 100Wまで 1 灯 ３２５．０９ － 

100Wをこえる 

100Wまでごとに 
1 灯 ３２５．０９ － 

小
型
機
器
料
金 

50VAまで 1 機器 ９７．１０ － 

50VAをこえ 

100VAまで 
1 機器 １９４．２１ － 

100VAをこえる 

100VAまでごとに 
1 機器 １９４．２１ － 

電灯標準 

接続送電 

サービス 

基
本
料
金 

実
量
契
約 

最初の 

6kWまで 

1 送電 

サービス 
１９４．４０ － 

6kWをこえる 

1kWにつき 
1 kW ６４．８０ － 

主
開
閉
器
契
約 

最初の 

6kVAまで 

1 送電 

サービス 
１６２．００ － 

6kVAをこえる

1kVAにつき 
1 kVA ５４．００ － 

電力量料金 1 kWh ７．８８ － 

電  灯 

時間帯別 

接続送電 

サービス 

基
本
料
金 

実
量
契
約 

最初の 

6kWまで 

1 送電 

サービス 
１９４．４０ － 

6kWをこえる 

1kWにつき 
1 kW ６４．８０ － 

主
開
閉
器
契
約 

最初の 

6kVAまで 

1 送電 

サービス 
１６２．００ － 

6kVAをこえる

1kVAにつき 
1 kVA ５４．００ － 

電力量 

料 金 

昼間時間 1 kWh ８．５４ － 

夜間時間 1 kWh ７．１０ － 

電灯従量接続送電サービス 1 kWh １１．０７ － 
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 単 位 

料 金 単 価           

新 単 価 

(消費税等相当額含む) 

現 行 単 価 

(消費税等相当額含む) 

低 圧 

動力標準 

接続送電 

サービス 

基
本
料
金 

実 量 契 約 1 kW ４２１．２０ － 

主開閉器契約 1 kW ３４５．６０ － 

電力量料金 1 kWh ５．００ － 

動  力 

時間帯別 

接続送電 

サービス 

基
本
料
金 

実 量 契 約 1 kW ４２１．２０ － 

主開閉器契約 1 kW ３４５．６０ － 

電力量 

料 金 

昼間時間 1 kWh ５．３９ － 

夜間時間 1 kWh ４．５３ － 

動力従量接続送電サービス 1 kWh １１．９０ － 

高 圧 

高圧標準 

接続送電 

サービス 

基 本 料 金       1 kW ５０７．６０ ５０７．６０ 

電力量料金       1 kWh ２．５４ ２．５９ 

高  圧 
時間帯別 
接続送電 
サービス 

基 本 料 金       1 kW ５０７．６０ ５０７．６０ 

電力量 

料 金 

昼間時間 1 kWh ２．７５ ２．８８ 

夜間時間 1 kWh ２．２４ ２．２１ 

高圧従量接続送電サービス 1 kWh １０．８５ １０．９１ 

ピ ー ク シ フ ト 割 引 1 kW ３０２．４０ ３０２．４０ 

特別高圧 

特別高圧 

標準接続

送  電 

サービス 

基 本 料 金       1 kW ３９９．６０ ３９９．６０ 

電力量料金       1 kWh １．１８ １．１６ 

特別高圧 

時間帯別 

接続送電 

サービス 

基 本 料 金       1 kW ３９９．６０ ３９９．６０ 

電力量 

料 金 

昼間時間 1 kWh １．２５ １．２４ 

夜間時間 1 kWh １．０９ １．０４ 

特別高圧従量接続送電サービス 1 kWh ７．７３ ７．７１ 

ピ ー ク シ フ ト 割 引 1 kW ２３７．６０ ２３７．６０ 

（注） １ 従量接続送電サービスは、自己等への電気の供給（自己託送）を希望される場合に適用します。 

２ ピークシフト割引は、高圧または特別高圧で供給する場合で、需要者が昼間時間から夜間時間への負荷移行

を行なった結果、１年間を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生し、かつ、契約者が標準接続送電サー

ビスまたは時間帯別接続送電サービスの適用を受け、当社との協議が整ったときに適用します。 

３ 基本料金と電力量料金とで構成する二部料金制のうち低圧においては、スマートメーターの導入により、  

３０分ごとに計量された電力量をもって最大需要電力等を決定することが可能となることから、電気の使用

実態をより適切に契約電力に反映できる実量契約を設定しました。なお、契約主開閉器の容量にもとづき契

約容量または契約電力を決定する主開閉器契約の選択も可能となります。 
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２．臨時接続送電サービス               （単位：円） 

 単 位 

料 金 単 価           

新 単 価 

(消費税等相当額含む) 

現 行 単 価 

(消費税等相当額含む) 

低 圧 

電灯臨時 

定額接続

送  電

サービス 

 

50VAまで 

1 送電 

サービス 

1日につき 

２．８８ － 

50VAをこえ 

100VAまで 

1 送電 

サービス 

1日につき 

５．７７ － 

100VAをこえ 

500VAまでの場合 

100VAまでごとに 

 

1 送電 

サービス 

1日につき 

５．７７ － 

500VAをこえ 

1kVAまで 

1 送電 

サービス 

1日につき 

５７．６４ － 

1kVAをこえ 

3kVAまでの場合 

1kVAまでごとに 

1 送電 

サービス 

1日につき 

５７．６４ － 

電灯臨時

接続送電

サービス 

基
本
料
金 

最初の 

6kVAまで 

1 送電 

サービス 電灯標準接続送電

サービス（主開閉

器契約）の料金率

を 10％割増しした

もの 

－ 6kVAをこえる 

1kVAにつき 
1 kVA 

電力量料金       1 kWh 

動力臨時定額接続送電サービス 
1 kW 

1日につき 
７３．２５ － 

動力臨時

接続送電

サービス 

基 本 料 金       1 kW 
動力標準接続送電

サービス（主開閉

器契約）の料金率

を 20％割増しした

もの 

－ 

電力量料金       1 kWh 

高 圧 

高圧臨時

接続送電

サービス 

基 本 料 金       1 kW 
高圧標準接続送電

サービスの料金率

を 20％割増しした

もの 

高圧標準接続送電

サービスの料金率

を 20％割増しした

もの 
電力量料金       1 kWh 

特別高圧 

特別高圧 

臨時接続

送  電

サービス 

基 本 料 金       1 kW 
特別高圧標準接続

送電サービスの料

金率を 20％割増し

したもの 

特別高圧標準接続

送電サービスの料

金率を 20％割増し

したもの 
電力量料金       1 kWh 

（注） 契約使用期間が１年未満の場合に適用します。 
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３．予備送電サービス                 （単位：円） 

 単 位 

料 金 単 価 

新 単 価 

(消費税等相当額含む) 

現 行 単 価 

(消費税等相当額含む) 

高 圧 
予備送電サービスＡ 1 kW ７４．５２ ７４．５２ 

予備送電サービスＢ 1 kW １４５．８０ １４５．８０ 

特別高圧 
予備送電サービスＡ 1 kW ７２．３６ ７２．３６ 

予備送電サービスＢ 1 kW １１１．２４ １１１．２４ 

（注） 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点ごとに予備電線路の利用を希望される場合に適用します。 

・予備送電サービスＡ：常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合 

・予備送電サービスＢ：常時利用変電所以外の変電所を利用する場合、または、常時利用変電所から常時利用

と異なった電圧(高圧および特別高圧に限ります。)で利用する場合 

 

 

４．近接性評価割引                         （単位：円） 

 単 位 

料 金 単 価 

新 単 価 

(消費税等相当額含む) 

現 行 単 価 

(消費税等相当額含む) 

受電電圧が標準電圧 6,000V以下の場合 1 kWh ０．７０ 

０．２９ 
受電電圧が標準電圧 6,000Vをこえ 

140,000V以下の場合 
1 kWh ０．４１ 

受電電圧が標準電圧 140,000Vをこえる場合 1 kWh ０．２１ 

（注） １ 近接性評価地域に立地する発電場所における発電設備を維持し、および運用する発電契約者から当該発電設

備に係る電気を受電し、接続供給を利用する場合に適用する割引をいいます。 

    ２ 現行単価は、高圧で受電する場合と特別高圧で受電する場合で、同一の単価となります。 

３ 今回設定する近接性評価割引の対象地域に含まれず、これまで割引対象とされてきた地域において、現に割

引の適用を受けている電源については、暫定的に、引き続き割引対象とし、受電電圧が標準電圧 140,000Vを

こえる場合の割引単価を適用します。 

 

 

 

５．インバランス料金 

    インバランス料金が、卸電力取引所における市場価格に連動した料金単価に見直さ

れます。具体的な料金単価は、以下の算定式により、算定されます。 
 

インバランス料金単価＝スポット市場価格と１時間前市場価格の３０分ごとの加重平均値×

α（系統全体の需給状況に応じた調整項）＋β（各地域ごとの需給

調整コストの水準差を反映する調整項） 
 

（注） 再生可能エネルギーの固定価格買取制度における認定発電設備により当社の送配電設備を利用する場合で、一定

の条件に該当するときのインバランス料金は、別に定める特例制度における料金単価を選択することも可能とな

ります。 
 

 

以 上 


